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第2期美郷町障害福祉計画を策定しました
　平成18年４月に施行された障害者自立支援法に基づき、第２期美郷町障害福祉計画（計画期間：平成
21～23年度の３ヵ年）を策定しました。
　計画策定にあたっては、福祉サービスの利用状況や利用意向等のアンケート調査を行い、基礎資料と
しました。美郷町障害福祉計画とアンケート調査結果は、千畑庁舎福祉保健課や町ホームページでご覧
いただけます。

　障害福祉計画の概要と主なサービス　
　この障害福祉計画は、障がいのある人が、住み慣れた地域において自立した生活ができるよう、これ
までの利用実績やアンケート調査結果を踏まえて、平成23年度を目標とする障害福祉サービス及び地域
生活支援事業の必要見込量とその確保のための方策などを定めています。
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これらサービスについての詳細や利用手続きについては、役場福祉保健課福祉班　10187（84）4907に
お問い合わせください。

（1）介護給付　（障害程度区分が一定以上の人に生活上必要な介護を行います）

（2）訓練等給付　（自立生活や就労につながる支援を行います）

�� !
自宅にヘルパー
を派遣し、食
事、排せつや入
浴等の介護を行
います。

�� !
日中、施設で食
事、排せつや入
浴等の介護など
を行います。

�� !
自宅で介護をす
る人が病気など
の場合、短期間
の入所による介
護を行います。

�� !"
地域の共同生活
住居で食事、排
せつや入浴の介
護などを行いま
す。

�� !"#
施設に入所している
人に対し、夜間や休
日に、食事、排せつ
や入浴等の介護など
を行います。

�� !
身体機能または
生活能力向上の
ための訓練を一
定期間行いま
す。

�� !"#
就労の場を提供し、
必要な知識や能力の
向上のために訓練を
行います。

�� !" #
地域の共同生活住居で
日常生活上の支援を行
います。

�� !
障がいのある人
などからの相談
に応じ、必要な
情報提供などを
行います。

�� !
�� !"#$
聴覚に障がいのある人
などに手話通訳者等の
派遣を行います。

�� !
屋外での移動が困難な
障がいのある人へ外出
の際に移動の支援を行
います。

�� !
�� !

重度身体障がい
者に訪問入浴
サービスを提供
します。

�� !"#
日中、障がいのある
人に一時的な見守り
や活動の場を提供し
ます。

�� !"#$
�� 

自動車運転免許の取得に
要した費用の一部を助成
します。なお、対象者の
要件等がありますのでお
問い合わせください。

�� !"#
��

自動車改造に要した費
用の一部を助成しま
す。なお、対象者の要
件等がありますのでお
問い合わせください。

�� !"#
�� 

重度身体障がい者などに日
常生活上の便宜を図るため
日常生活用具（特殊寝台、
入浴補助用具、ストマ用装
具など）を給付します。
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身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 障がい児

1
町の広報誌 町の広報誌 医療機関 町の広報誌

（29.4％） （17.8％） （23.5％） （24.4％）

2
新聞・雑誌・一般図書 家族・友人 新聞・雑誌・一般図書 家族・友人

（18.0％） （15.6％） （16.0％） （17.1％）

3
テレビ・ラジオ 福祉施設の職員 テレビ・ラジオ 新聞・雑誌・一般図書

（11.4％） （15.6％） （14.3％） （14.6％）

●利用を続けたい、または、今後利用したい福祉サービスは何ですか？
　　全体的に、「わからない」や「利用しない」が多くなっています。また、知的障がい者と障がい児で「自立訓練（生活訓練）」

や「日中一時支援」の利用意向が多くなっています。

身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 障がい児

1
わからない わからない わからない 日中一時支援

（31.0％） （26.6％） （26.6％） （20.7％）

2
利用しない 自立訓練（生活訓練） 利用しない 短期入所

（16.4％） （20.0％） （22.8％） （17.2％）

3
日常生活用具等給付 短期入所 就労移行支援 わからない・利用しない

（9.4％） （14.3％） （11.4％） （13.8％）

●今後、特に充実すべきだと考える障がい者の施策は何ですか？
　全体的に、「経済的負担の軽減」、「雇用促進」、「相談支援体制の充実」を求めている方が多くなっています。

身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 障がい児

1
低所得者等への経済支援 入所できる施設の整備 医師・専門家による治療等の充実 障がい児の療育支援の充実

（12.9％） （15.6％） （15.5％） （13.1％）

2
障がい者の雇用促進 障がい者の雇用促進 低所得者等への経済支援 障がい者の雇用促進

（11.8％） （10.9％） （12.7％） （11.1％）

3
相談窓口・支援体制の充実 低所得者等への経済支援 相談窓口・支援体制の充実 低所得者等への経済支援

（11.3％） （10.9％） （7.5％） （10.1％）

　アンケート調査結果の概要　

対　象　　身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等を所持している
　　　　　65歳未満の在宅生活者（要介護認定者を除く）  400人（無作為抽出）
回収率　  63.3％（郵送で配布・回収）

●どのような方法で福祉などの情報を得ていますか？
　　身体及び知的障がい者、障がい児で「町の広報誌」が多く、精神障がい者で「医療機関」が多くなっています。

アンケート調査にご協力いただいた
皆さんからは、貴重なご意見をいた
だき、厚くお礼申し上げます。


